
目

次

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
一
般
相
談
支
援
事
業
の

廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
地
域

県

民

局
）
…
二

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
qqqqqq（
県
民
生
活

文

化

課
）
…
二

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
三

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（

同

）
…
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
（

同

）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

拓
興
業
株
式

会
社

五
所
川
原
市
字
末

広
町
二
九
の
七

訪
問
介
護
訪
問
介
護
事

業
所
森
の
明
五
所
川
原
市
大
字

松
野
木
字
花
笠
九

五
の
二

令
和
元
･一一･二二

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者

か
ら
一
般
相
談
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
一
般
相
談
支
援

事

業

者

地
域
相
談

支
援
の
種

類

一
般
相
談
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
俊
公
会

八
戸
市
石
堂
二
丁

目
二
四
の
六

地
域
移
行

支
援
、
地

域
定
着
支

援

サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
オ
ハ

ナ

三
沢
市
大
津
二
丁

目
一
二
の
三
八
五
令
和
元
･一一･三〇

青
森
県
報
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第
八
十
五
号

令
和
元
年十

一
月
十
八
日

（
月
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

「

、
」

「

、
」

「

及
び

」

「

を
削
る
。

」

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
家
ノ
前
四
六
の
一髙

橋

義

経

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
切
揚
場
一
三
五
の
二
鳥
谷
部

信

一

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
二
五
七

橋

本

義

男

六
ケ
所
海
水

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
未
来
へ
の
一
翼

三

代
表
者
の
氏
名

西
倉

伸
州

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

上
北
郡
野
辺
地
町
字
中
小
中
野
一
九

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
児
童
、
生
徒
に
対
し
て
、
不
登
校
・
引
き
こ
も
り
・
い
じ
め
等
に
つ
い
て
の
情

報
共
有
に
関
す
る
事
業
、
不
登
校
・
引
き
こ
も
り
等
の
方
々
に
対
す
る
相
談
及
び
支
援
に
関
す
る

事
業
等
を
行
い
、
児
童
、
生
徒
の
健
全
な
精
神
の
育
成
、
自
殺
防
止
を
図
り
、
も
っ
て
広
く
公
益

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

出

先

機

関
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青
い
森
信
用
金
庫
篠
田
支
店
油
川
出

張
所

青
森
市
大
字
油
川

青
い
森
信
用
金
庫
弘
前
支
店
桜
ケ
丘

出
張
所

弘
前
市
大
字
大
開
一
丁
目

青
い
森
信
用
金
庫
廿
三
日
町
支
店
大

杉
平
出
張
所

八
戸
市
大
字
糠
塚

青
森
県
信
用
組
合
三
廐
支
店

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
廐
本

町



土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
舘

土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日

三
八
地
域
県
民
局
長

櫻

庭

憲

司

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

山
田

鉄
弥

八
戸
市
大
字
坂
牛
字
鶉
窪
一
の
五

令
和
元
･一〇･
九

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

伊
勢
守
會
政
治
結

社
天
照
大
東
亜
憂

國
塾

野
呂

昇

野
呂

昇

黒
石
市
北
美
町
二
丁

目
七
六
の
四

令
和
元
･一〇･一六

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

自
由
民
主
党
野
辺
地

町
支
部

（
熊
谷

晴
雄
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
野
辺
地
町

字
浜
掛
六
一
の
八

上
北
郡
野
辺
地
町

字
前
田
一
七
の
三

令
和
元
･一〇･二八

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

佐
々
木
敬
蔵
後
援
会

（
佐
々
木

常
忠
）

代

表

者

佐
々
木

常
忠

佐
々
木

忠
則

平
成
三一･
三･
一

日
本
行
政
書
士
青
森

県
政
治
連
盟

（
野
崎

径
裕
）

会
計
責
任
者

山
田

英
雄

平
山

洋
志

令
和
元
･一〇･
七

オ
ー
ル

パ
ー
フ
ェ

ク
ト
（
白
川

岳
流
）

会
計
責
任
者

中
村

佳
央

武
部

雅

元
･一〇･
七

三
村
申
吾
佐
井
村
後

援
会
（
竹
内

修
）

会
計
責
任
者

渡
辺

隆
一

田
名
部

久

元
･一〇･
四

北
山
か
ず
え
を
励
ま

す
会
（
北
山

肇
）

会
計
責
任
者

北
山

陽
子

北
山

泰
雄

元
･一〇･一五

沼
畑
俊
一
後
援
会

（
沼
畑

孝
平
）

代

表

者

沼
畑

孝
平

沼
畑

忠
英

元
･一〇･
一
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山
田
年
伸
後
援
会

（
成
田

孝
昭
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
大
鰐
字
前
田

一
四
の
四

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
大
鰐
字
川
辺

二
の
六

元
･一〇･三〇

会
計
責
任
者

山
田

年
伸

横
山

満

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

川
浪
茂
浩
後
援
会

小
野

孝
幸

平
成
三一･
三･一四

一
の
会

一
戸

善
正

三〇･一二･三一

秋
山
恭
寛
後
援
会

安
井

基
悦

令
和
元
･
九･
九

秋
山
会

秋
山

恭
寛

元
･
九･
九

菊
池
光
弘
後
援
会

菊
池

光
弘

元
･一〇･一一

平
政
会

平
山

敦
士

元
･
九･三〇

平
山
誠
敏
後
援
会

佐
藤

實

元
･
九･三〇

東
秀
夫
後
援
会

明
戸

勲

元
･一〇･一七

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
年
月
日

上
條

幸
哉

幸
友
会

平
成
三〇･一二･三一

一
戸

善
正

一
の
会

三〇･一二･三一

秋
山

恭
寛

秋
山
会

令
和
元
･
九･
九

菊
池

光
弘

菊
池
光
弘
後
援
会

元
･一〇･一一
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